
驚
北
朝
期
に
お
け
る
曲
内
首
藤
家
に
つ
い
て

鎌
倉
の
地
頭

・
御
家
人
体
制
、
そ
れ
を
さ
ゝ
え
る
古
代
的
土
地
所
有
形
式
と
し
て

の
荘
園
制

（国
衝
領
を
含
む
）
、
こ
の
土
地
と
人
間
関
係
と
得
分
制
度
を
う
ま
く
組

み
あ
わ
せ
た
鎌
倉
封
建
銅
も
元
冦
以
降
の
貨
幣
流
通
経
済
の
進
展
、
荘
園
経
済
か
ら

地
域
経
済
圏

へ
の
発
展
、
人
為
釣
古
代
村
落
か
ら
生
産
関
係
を
中
心
と
し
た
自
然
村

落
の
形
成
な
ど
各
方
面
の
発
展
が
血
縁
を
中
心
と
し
た
惣
領
制
を
く
ず
し
、
職
分
関

係
を
基
礎
と
す
る
経
済
利
害
関
係
な
ど
を
い
っ
き
に
く
ず
し
、
悪
党
と
称
せ
ら
れ
、

広
域
経
済
活
動
を
基
礎
と
す
る
新
し
い
階
層
を
出
現
さ
せ
た
。
十
三
世
紀
か
ら
十
四

世
紀

へ
の
流
れ
は
史
止
ま
れ
に
み
る
急
流
と
な
っ
た
。
京
都
の
朝
廷
と
天
下
の
幕
府

を
相
手
に
、
吉
野
の

一
角
で
と
に
も
か
く
に
も
光
を
放
ち
続
け
た
南
襲
を
さ
ヽ
え
て

六
十
年
、
こ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
ど
こ
か
ら
く
る
か
、
南
北
朝
は
会
体
の
知
れ
な
い
時

代
の
よ
う
な
気
が
す
る
。

こ
う
し
た
動
き
の
中
で
備
後
歯
間
部
地
琵
庄
を
″
一
所
懸
命

ク
の
議
と
し
て
圭
着

（
百
三
〇
）

し
た
由
内
通
資
は
、
天
徳
二
年
の
譲
状
の
末
文
に
…
雛
「
撫
分
庶
子
等
功
限
狭
少
之

間
、

魔
玲
相
輸
者
遊
透
押
塁
上
之
御
大
導
、

雛
一渡
通
時

一
以
者
也
、
雖
鶴
碓
々
ぶ
ぶ
・

長
快
赫
者
子
孫
之
中
息
一
訳
Л
℃
網
一続
立
…
と
あ
っ
て
家
督
は
嫡
子

一
人

へ
相
続
ヽ

せ
ね
ば
、
分
割
し
た
ら
鶴
上
の
鶴
用
に
た
ヽ
な
い
と
い
っ
て
分
割
譲
与
の
弊
を
認
め
、

五
人
の
子
女

へ
の
譲
状
の
内
容
は
間
田
と
か
私
有
名
霧
の
名
主
格
の
存
在
に
し
て
、

嫡
子
と
は
別
個
の
性
格
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
先
見
の
明
が
、
分
裂
対

立
を
く
り
か
え
す
南
北
朝
六
十
年
に
比
較
的

一
族
団
結
を
保
ち
え
た
山
内
氏
の
南
北

朝
の
歴
史
が
あ
る
。

（文
中
の
文
書
番
号
は
特
に
断
ら
な
い
場
合
山
内
首
藤
家
文
書
）

一
、
宗
俊
系

（
惣
領

）
及
土
着
庶
家
の
動
き

（
一
三
一二
八
）

山
内
首
藤
家
文
書
に
よ
る
と
建
武
五
年
の
足
利
尊
氏
下
文
が
あ
る
。
こ
れ
は
山
内

家
に
現
存
す
南
北
朝
関
係
の
最
も
さ
い
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
年
は
北
畠
顕
家
、
新

田
義
貞
が
戦
死
し
、
尊
氏
が
将
軍
宣
下
を
う
け
た
年
で
あ
る
。

十
七
　
足
利
悪
氏
下
文

（尊
氏
）

（花
押
）

下
　
　
山
内
彦
二
郎
通
時
井

一
族

一戸
玲
早
菫
知
備
後
甕
信
敷
東
方
節
鮭
譴
肛
嚇
河
北
郷
触
内
藤
三
伊
与
東
方

繭
人
等
地
頭
珊
事
、

右
、

熟
動
功

鮭
鵡
ｒ
噺
一鋼
懸
業
鑑
、
持
現
捌

，
可
為
取
分
領
ｆ
之
状
態
得
、

博

都
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芸
備
の
多
く
の
国
人
地
頭
に
は
左
記
の
よ
う
な
催
促
状
か
、
後
醍
醐
天
皇
論
旨
な
ど

が
伝
わ
っ
て
い
る
。
高
氏
が
島
津
氏
に
あ
て
た
縦
二
寸
六
分

（約
八

・
五
糎
）
横
二

寸
三
分
五
厘

（約
七

・
三
糎
）
の
編
布
に
か
か
れ
た
も
の
は
有
名
で
あ
る
。

毛
利
家
文
書

一
三
七
五
　
足
利
高
氏
紙
軍
勢
催
促
状

長
井
弾
正
蔵
人
殿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
訳
Ｇ

‐
　
‐
　
‐
―
―
―
六
紙
継
目
）

本
意
候
、
恐
々
謹
言
、

高
氏

（花
押
）

山
内
家
に
は
こ
の
一曰
氏
挙
兵
時
の
も
の
は
見
当
ら
な
い
。
早
く
か
ら
西
遷
土
着
し
て
国
人
化

し
て
い
た
の
で
当
然
あ
っ
た
と
思
え
る
が
、
或

い
は
俊
業
系
の
時
通
が
関
東
在
住
で
あ
っ

た
の
で
そ
の
関
係
で
最
初
か
ら
参
加
し
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
信
敷
庄
は
庄
原
市
の
東

南
部

で
地
毘
庄

に
接
し
て
い
る
。
平
家
没
官
領
で

一
時

一
条
能
保
の
妻

（
頼
朝
妹
）

の
所
有
で
あ

っ
た
が
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
。
正
安

二
年
頃
地
頭
長
井
聖
願
で
あ
り
名

主
階
層
と
争
論
な
ど
し
て
い
る
。
十
四
世
紀

に
は
東
、
西
の
二
地
域

に
分
け
ら
れ
別

々
の
動
き
を
し
て
い
る
。
東
方
は

一
九
号
文
書

の
よ
う
に
海
老
名
氏
が
領
有
し
て
い
た
。

一
九
　
足
利
高
氏
囀
書
状

知
行
分
所
領
事
、

於
濫
妨
狼
藉
セ
輩

・者
、

誤
・五
研
科

・、
　

〓
可
一
「
交
メ
之
状
卿
件
、

元
弘
三
年
六
月
四
日

（高
氏
）

源
朝
臣

（花
押
）

海
老
名
五
郎
左
衛
門
尉
殿

海
老
名

氏

に

つ
い
て
は
村

上

源

氏
と

し

て
諸
流

あ
り

は

っ
き
り
し
な
い
。
太
平

記
の
中

に
も
七
―
八
ケ
所
出

る
が
、
北
条
方
、
新
田
方
、
直
義
方
、
義
詮
方

い
ず
れ

に
も
見
え
て
い
る
。
備
中

に
海
老
名
秀
行
が
あ
り
尊
氏
の
命

で
船
上
山

へ
向
か
い
、

後
に
丼
原
荘
を
賜
う

（
姓
氏
家
家
大
辞
典
）
と
あ
る
が
そ
の

一
派
か
と
も
思
え
る
。

こ
の
年
は
高
氏
が
六
波
羅
を
攻
め
亡
し
、
高
氏
は
六
波
羅
政
権
を
継
承
す
る
形
式

で

こ
の
文
書
を
各
氏

に
出

し
て
い
る
。

こ
の
海
老
名

が
二
年
後
追
放
さ
れ
て
信
敷
東
方

は
山
内
氏
に
与
え
ら
れ
る
。
Λ

一
七
Ｖ
下
文

に
「
Л
配
分
領
掌
之
状

」
と
あ
る
如
く

一
族

に
配
分
し
た
も
の
と
思
え
る
。

（Ｅ
文〓
一駄
∞
ざ

円
鏡
譲
り
状
に
信
敷
東
方
本
郷

内
と
き
さ
た
名
、
さ
さ
お
名
、
み

つ
ひ
ら
名
等
地
頭
職
が
み
え
て
い
る
）
　

河
北

の

山
内
藤

三
は
河
北
俊
資
と
思
え
る
が
河
北
も
惣
領
、
田
原
、
万
田
な
ど
で
分
け
て
い

る
。

こ
の
信
敷
東
方

の
施
行
状
は
高
師
直

の
名

で
守
護
朝
山
出
雲
次
郎
左
衛
門
尉

（景
連
）
に
出
さ
れ
て
い
る
Λ

一
八
号
Ｖ
こ
う
し
て
通
時
は
戦
乱

の
中
に
も
所
領
を

保
持
し
て
直
義
の
安
堵
下
文
を
得

て
い
る
。
但
し
こ
の
段
階
で
摂
津
富
島
荘
が
ど
う

で
あ

っ
た
か
疑
間
で
あ
る
。

一
一
一
　

足
利
直
義
安
堵
下
文

（
直
義
）

下
　
　
山
内
首
藤
刑
部
丞
通
時

Л
ｒ
「
獅
「
備
後
國
地
砒
庄
内
本
郷
、
撮
津
國
富
嶋
庄
等
地
頭
職
事
、

右
、

一
硼
父
山
内
首
藤
三
郎
通
資
法
師
離
蝠
元
徳

二
年
二
月
十
八
日
譲
状

一、

一
可
預
掌

一之
状
。
下
知
卿
件

貞
和

二
年
二
月
十
九
日

_自~伯

者
_」層塁

長 蛋
」蒙

藉貧月 _黎

議
g奮

  堡
金    園

瑣
ざ
倶
者
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で 高 野 ら の こ
ど 師 を 楠 ま の
の 直 攻 正 ま 干
ょ と め 行 譲 領
ぅ 直 て を つ iま

な 義 い 中 で 翌⌒
死 が る 心 い キ
に  不  ° に  る 紅

奮 卍 翠 覇 進 夢

し な 四 軍 時 通
た  つ 月 が は 時
の で 十 活 貞⌒ ti

か 内 一 躍 和=―

11量 誉 言薩
あ き が 年  月 之
る る 長 ― 七 胃
° な 門 月 日 ―

ど 探 五 に と
し 題  日 死  し
て と 正 ん て
い し 行 で 熊
る て 戦 い 寺
が 輌 死 る た｀ に   ` C 

⌒

通 き 高 貞 通
時 て 師 和 継
は お 直 三

V
ど り が 年 に
こ ｀

吉 か そ

罰

兆

浴

一鼈

写

夫
将

抒

い

ｊ
暑

レ
顔

万
田．壕
駿
貯
殿

こ
れ
よ
り
さ
き
建
武
五
年
庶
家
河
北
流

の
万
田
家
資
が
南
都
警
固
役
で
出
向
し
て
い

る
Λ
五
〇
三
Ｖ
。

こ
の
家
資
の
所
領
が
お
そ
ら
く
留
守
中
の
ト
ラ
ブ

ル
の
た
め
か
左

記
の
よ
う
な
家
政
の
道
行
請
文
が
出

て
い
る
。

五
〇
四
　
左
衛
門
尉
家
政
請
文
案

〇
以
下
三
通
、
紙
質
、
鉦
蹟
相
同
ジ
、
モ
ト
連
続
シ
タ
ル
料
紙
・一書
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ベ
シ
、

万
田
又
四
郎
家
資
申
備
後
國
地
砒
庄
河
北
内
門
田
地
頭
職
事
、
任
法

八
月
廿
八
日

御
奉
書
「
今
月
十

一
日
、
山
田
内
藤
太
郎
入
道
相
共
Ｘ
破
Ｊ
、

抄
秩
付
下
地
於
家

資
一候
畢
、
働
請
取
状
並
一
之

一、
若
此
条
偽
申
候
者
、
可
鶴

疎
八
幡
大
菩
薩
御
罰

一候
、

以
砒ヽ
　

・
旨
可
鮪

Ⅷ
披
露

一候
、
恐
捏
謹
言
、

貞
和
三
年
十
月
十
三
日
　
　
　
　
左
衛
門
尉
家
政
襦
跛

こ
２
墳
に
な
る
と
菫
義
と
霊
直
の
不
な
を
〓
〓
に
菫
・二
、
直
義
の
下
．二
が
云
百
セ
し

そ
の
影
響
が
こ
う
し
た
河
北
門
田
地
頭
職

の
ト
ラ
ブ
ル
に
な

っ
た
と
思
え
る
が
内
蓉

は
不
明
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
山
内
家

の
動
き
の
中

で
最
も
大
き
な
意
義
を
も
つ
一　
山

内

一
族

一
揆
契
約
連
署
起
請
文

」
が
あ
る
。
こ
れ
は
勿
論
裏
で
在
住
初
代
通
資
（長
快
）

が
画
策
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
天
下
三
分

の
形
勢

の
中

で
、
惣
領
を
失
な
い
、
幼
主
を
抱

え
て

一
族
を
ど
う
ま
と
め
る
か
、
こ
の
危
機
が
こ
の

一
揆
を
生
み
だ
し
た
と
い
え
よ
う
。

二
五
　
山
内

一
族

一
揆
契
約
連
署
起
請
文

契
約

　
　

一
族

一
揆
子
細
事

右
、
元
弘
以
来
、

漱
玲
一
族
同
ｍ
、

　

一
自
瑶
軍
家

・頭
穏
メ
、
営
知
行
撫
「
選
玲

也
、

髪
自
法
年
之
秋
比
ヽ
両
殿
御
不
和
之
間
、
世
上
手
今
不

ヒ

聯
諮

一、
而
或
Ｊ
珀
り
、

或
卵
珊
軍
家
、
井
錦
少
路
殿
坊
、
雖
鴇

Ⅷ
人
等
所
存
区
々
ヽ
於
砒

一
族
渚
、

鈴
砿
家

御
恩

一之
上
者
、
争
可
峰
玉

破
御
恩
哉
、
然
早
ぶ
Ⅷ
リ
コ
暉
忠

一、
浴
賜

弓
箭
之
面
目

於
末
式
、
此
上
者
更
不
『
鮪

一
心

一哉
、
向
後
硝
砒
メ
、

工
珠
中

一珈
「
立
、
可
牧
い

・

所
ｒ
、
若
此
條

々
雖
熟

ｔ
事

一、
偽
申
者
、

上
梵
天
、
帝
澤
、
四
△
大
王
、
惣
日
本
國
中
大
小
神
祇
冥
道
、
別
諏
方
、
八
幡
大
菩
薩
、
営

國
吉
備
津
大
明
神
等
御
罰
、
各
身
仁
可
鶴
蒙
一崚

働

一
味
契
約
起
請
文
之
状
抑
群
、

貞
和
七
年
十
月
二
日
　
　
藤
原
俊
清

（花
押
）
　

　

同
　
資
貞

（花
押
）

同
　
盛
通

（花
押
）
　

　

同
　
通
顧

（花
押
）

同
　
賞
綱

（花
押
）
　

　

同
　
資
綱

（花
押
）

同
　
通
廣

（花
押
）

同
　
通
俊

（花
押
）

同
　
通
行

（花
押
）

沙
弥
浄
覚

　

（花
押
）

（
通
継
）

能
壽
丸
代
道
回

（花
押
）
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俊
通

通
時
―
―
是
通
―
―
通
茂
―
―
通
藤

―
―
通
宗
―
―
通
継
―
―
通
知

（里
見
義
俊
の
子
）

系
譜
的
に
惣
領
を
中
心
に

一
族
庶
子
の
宗
た
る
も
の
を
網
羅
し
て
い
る
。
貞
和

の
年

号
を
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
直
義
系
に
か
け
た
と
み
ら
れ
て
い
る
。
前
々
年
直
冬
が

長
門
探
題
と
し
て

一
応
輛
に
入
部

し
、
九
州

へ
走

っ
て
か
ら
も
少
弐

、
大
友
を
中
心

（
一
一二
五
一

に
九
州
を
服
属
し
、
山
陰

の
山
名
と
結
ん
で
勢
力
を
も
り
か
え
し
て
お
り
、
貞
和
七

年
に
な
る
と
直
義
入
京

一
月
十
六
日
尊
氏
、
義
詮
が
丹
波

に
走
り
、
二
月
十
七
日
摂

津
打
出
浜

で
尊
氏
軍
が
敗
れ
、

二
月

二
十
六
日
に
は
高
師
直
兄
弟
が
上
杉
能
憲
ら
に

よ

っ
て
殺
さ
れ
て
い
る
。
然
し
八
月

一
日
に
は
再
び
両
者

の
関
係
が
悪
化
し
直
義
は

北
陸
に
走
り
尊
氏
は
十
月

二
十
四
日
南
朝

へ
降
り
後
顧
の
憂
な
く
し
て
十

一
月
四
日

直
義
討
伐
に
出

て
い
る
。
結
局
翌
年

一
月

二
十
六
日
に
直
義
は
毒
殺
さ
れ
る
の
で
あ

る
が
、
こ
う
し
た
流
れ
の
最
中

に
直
義
方

へ
加
担
す
る

一
揆
契
約
は
多
分

に
九
州
山

陰

に
勢
を
は
る
直
冬

の
影
響
が
あ

っ
た
と
思
う
。
こ
の
時
点
で
備
後
守
護
は
直
義
系

の
上
杉
顕
能
で
あ
る
が
、
直
義
が
北

国

へ
脱
出
し
た
ら
直
ち
に
尊
氏
は
岩
松
頼
宥
を

備
後
守
護
と
し
て
下
し
て
い
る
。
山
内
の

一
揆
契
約
は
こ
う
し
た
守
護
交
替
に
対
す

る
も
の
と
も
思
え
る
。
頼
宥
は
勝
戸
山
城

で
上
杉
、
宮

の
軍
に
囲
ま
れ
て
長
井
貞
頼

の
援
軍
を
求
め
て
い
る
。

（
閥
閲
録
八
之

二
）
　

又
貞
頼
は
山
内
通
広

に
所
領
を
侵

さ
れ
た
こ
と
を
頼
宥

に
報
じ
て
い
る

（
毛
利

一
二
八
〇
）
、
更
に
翌
年
十
二
月
に
は

上
杉
、
岩
松
両
軍
が
岩
成
上
村

で
戦

っ
て
い
る
。

こ
の
間
直
冬
は
山
名
時
氏
と
緊
密

に
連
繋
を
と
り
南
朝
方

に
降
り
山
陰
、
安
芸
、
備
後

に
勢
力
を
は

っ
て
い
る
。

（文

綸
雇

篭
）
）

翌
年
十

一
月
直
冬
は
吉
津
庄
内
木
庄
を
周
防
阿
弥
陀
寺

へ
寄
進
す
る

（
阿
弥
陀
寺
文
書
）
な
ど
直
冬
の
勢
い
が
か
な
り
強

い
時

で
あ
る
。
山
内
家

に
お
い

て
山
内
彦
五
郎

（滑
資
綱
）
彦
八

（滑
宅
綱
）
が

一
族

で

一
揆
に
加
わ

っ
て
い
な
い

万
田
家
資

の
河
北
門
田
地
頭
職
を
侵
し
て
い
る
。
前
出
Λ
五
〇
四
Ｖ
地
頭
万
田
家
資

山内氏略系図([コ は一族一揆契約状署判者)

経
俊

|

重
俊

耐
震 峯

嗜 菫

（山
内
氏
の
統
合
以
ｅ

通
忠

―
―
熙
通
―
―
時
通
―
―
泰
通

―
―
豊
成

―
―
直
通
―
―
豊
通

広
通

⌒ |

縣 亀

57
時
通

|

遍憑
の
次
男

猾
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な
建
責
三
二

に
〓
．ζ
警
更

に
費
員
き
た
て
お
″
そ
こ
〓
〓
■
尾
を
‥

Ｉ
て
Ｉ
こ

ｌ
，

と
思
え
る
。
貞
和
三
年
の
遵
行
人
左
衛
門
尉
家
政
は
ど
の
系
統
の
人
物
か
不
明
で
あ

る
が
、
貞
和
年
号
を
使
用
し
て
い
る
の
で
ま
だ
直
義
系
の
勢
力
が
う
か
が
わ
れ
る
。

観
応
二
年
は
丁
度
守
護

の
交
替
期
、　
一
族

一
揆
の
形
成
さ
れ
た
年
で
あ
り
お
そ
ら
く

引
付
頭
人
で
あ

っ
た
細
川
顕
氏
が
直
義
系
の
守
護
上
杉
顕
能
に
命
じ
た
の
で
は
ら
ち

が
あ
か
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
∧
五
〇
五
Ｖ
。

五
〇
五
　
細
川
顧
氏
奉
書
案

そ
か
わ
の
み
ち
の
く
に
と
の
　
　
　
ふ
き
や
う
か
と
ま
　
入
道

万
田
又
四
郎
家
資
申
備
後
國
地
唯
庄
河
北
門
田
地
頭
職
事
、
申
状
劃
嗅
脚
此
、
先

立
敦
磯
ｉ
之
虎
、
山
内
彦

五
郎
猶
以
押
妨
云
々
、
早
■
■
下
知
よ
、

抄
歌
付
下
地

於
家
ｒ
、

河
薇
勤
進
請
コ
之
状
、
依
「

執
達
如
件
、

観
應

二
年
六
月
八
日

上
椙
（》

岬
亮
殿

つ
い
で
延
文

二
年

の
細
川
頼
之
奉
書

五
〇
六
　
細
川
頼
之
奉
書
案

そ
か
わ
の
む
ま
の
か
う
の
と
の
　
　
　
ふ
き
や
う
ち
う
て
う

万
田
又
四
郎
家
資
申
備
後
國
地
砒
庄
河
北
内
門
田
地
頭
職
事
、
申
状
劃
嗅
如
」

、

山
内
彦

五
郎
、
同
彦
八
押
領
云
々
、
太
撫
節

、
早
三
吉
修
理
亮
相
共
五
破
Ｊ
、

抄
一

汰
付
下
地
於
家
ｒ
、
可
牧
凱

確
請
コ
状
、
使
節
更
不
『
鮪

畷
ｊ
之
状
、

漱
「

執
達

卿
件
、

　

延
文

一
一年
間

七
月
十

一
一
日
　

　

　

　

　

（細
型
鯉
κ

在
判

大
和
太
郎
左
衛
門
尉
殿

案

て

Ｉ
た

，
一〓

曇
．肇

と
三
言
修
理
車
．こ
丁
地
処
理
ｆ
葛
選
を
走

）
■

・
１
ヽ
三

六
ヽ
が
こ
の
時

の́
頼

Ｚ
は
中
国
管
領

こ
ド
う
基
．■
〓
で
■

´
・́
．　
ε
一義
〓

，Ｉ
●
ｒ
一
¨

山
内
氏
で
あ

っ
た
が
、
延
文
元
年

に
細
川
頼
之
が
下

っ
て
き
て
か
ら
百
一冬
こ
勢
〓
“

え
翌
年
九
月
亀
寿
山
合
戦

で
宮
氏
に
敗
れ
、
続

い
て
山
名
時
氏
も
降
伏
し
た

．

然
し
こ
の
間
山
内
氏
は
河
北
門
田
地
頭
職
だ
け
で
な
く
、
又
直
義
系
と
み
ら
れ
る
所

へ
は
進
出
し
て
い
る
。
浄
土
寺
文
書

に
あ
る
岩
松
頼
宥
預
ケ
状

に
、

備
後
国
得
良
郷
地
頭
職
事

山
内
又
五
郎
己
下
御
敵
退
治
之
程
、

奥
料
所
シ
頭
置
弛
、
於

・■
貞
者
、

■
耽
劃
政
・

其
沙
汰
浄
土
爵
、
且
差
刊
塞
凶
徒
通
舅
、
弥
一冽
抽
識
勁
之
状
如
件

文
和
三
年
七
月
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
頼
宥

山
内
兵
庫
允
殿

と
あ
り

一
揆
契
約
を
し
た
滑
資
綱

の
末
弟
又
五
郎
忠
実

（
こ
れ
は
連
署
し
て
な
い
）

が
世
羅
郡
ま
で
進
出
し
新
守
護
勢
力
に
挑
戦
し
て
い
る
。
然
し
こ
れ
を
防

い
だ
の
は

別
系
の
津
田
郷
山
内
氏
で
こ
れ
は
終
始
尊
氏
系

で
動

い
て
い
る
。
結
局
山
内
惣
領
家

も
こ
う
し
て
延
文
以
降
は
幕
府
方
と
し
て
地
域

の
問
題
処
理
に
当

っ
て
い
る
。

Λ
二
七

・
二
八
Ｖ
　
一
一
七
号
文
書
の
日
和
佐
新
佐
衛
門
尉
は
阿
波
の
武
士
と

い
う
以

外
は
不
明
で
あ
る
。

二
七
　
細
川
頼
之
預
ケ
状

備
後
國
小
國
郷
領
家
職
半
分
事
、

所
顎
置
日
和
佐
新
左
衛
門
尉
也
、
早
三
吉
兵
庫

助
相
共
、

Л
沙
獣
―
付
下
効
之
状
如
件
、

延
文
二
年
七
月
十
二
日

山
内（腕
離
ｒ
郎
殿

（
細
川
頼
之
）

右
馬
頭

喩
馴
難
■

在
判
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二
八
　
足
利
義
詮
御
判
御
教
書
案

追
仰

ぶ
瑞
賞
同
心
合
力
之
よ
者
、

偽
挽

竃
Ｊ
、
可
」

確
名
字

一也
、

天
龍
寺
領
備
後
國
三
谷
西
條
地
頭
職
事
、
廣
澤
掃
部
助
諸
賞
不
夕

「
用
敷
ケ
度
施

ｊ
、
結
句
鮮
平
松
城

・、
令
一瑶
妨
」

々
、
罪
責
Ｊ
竃
脚
也
、
早
矢
野
上
野
介
相
共
在
ニ

彼
所
ヽ
縦
雛
破
申

一、
不
日
皿
「
件
城

一、
並
咄
諸
Ｆ
、

Л
破
下
地
於
寺
家
雑
掌

一、
塗
一

所
多
之
様
、
可
伽
敢
持
馳

、
且
Л
玲
力

一之
由
、

抑
秋
田
備
前

々
司
爵
之
上
、
諸
賞

尚
扱
課
儀
硝
、
任
怯

可
撤
砂
汰
セ
状
如
件
、

　

　

　

　

（義
詮
）

貞
治
四
年
八
月
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
判

（通
継
）

山
内
肥
前
守
殿

広
な
記
実
は
双
三
郡

一
帯

に
勢
力
を
も

つ
和
智

の
同
族

で
、
諸
実

の
父
資
実
が
尊
氏

よ
り
備
後
三
谷
西
条
の
地
を
賜
う

（
閥
閲
録
）
と
あ
る
が
三
谷
西
条
に

つ
い
て
は
大

田
荘
北
限
三
谷
西
条
と
あ
り
、
現
在

の
甲
奴
郡
双
三
郡
に
ま
た
が
る
宇
賀
峠
附
近
と

思
え
る
の
で
、
三
谷
西
条

の
地
は
吉
舎
町
、
甲
奴
町
附
近
と
思
え
る
。
南
北
朝

の
動

乱
の
中

で
広
沢
氏
は
三
谷
西
条

供
地
を
失
な
い
閾
所
と
し
て
造
天
竜
寺
領
と
な

っ
た

も
の
と
思
え
る
が
所
領
を
渡
さ
ず
あ
ま

つ
さ
え
平
松
城

（吉
舎
町
三
玉
）
を
構
え
妨

害
す
る
の
を
取
締
る
役
を
仰
せ

つ
か

っ
た
訳
で
、
こ
こ
に
出
る
矢
野
上
野
介

に
つ
い

て
は
芸
藩
通
志
世
羅
郡
に

「
上
野
山
は
宇
賀
村

に
あ
り
、
矢
田

（
一
に
矢
野
）
新
助

の
拠

る
処

」
と
あ
り
土
着
の
勢
力

で
あ
ろ
う
。
太
田
備
前
々
司
は
太
田
庄
地
頭
三
善

氏
が
大
田
を
名

の

っ
て
い
る
。
三
谷
西
条
を
と
り
ま
く
甲
奴
郡
、
世
羅
郡
、
恵
蘇
郡

の
土
着
勢
力
を
う
ま
く
使

っ
て
い
る
。
然
し
こ
の
事
件
は
二
年
後
に
以
外
の
局
面
を
迎
え
る
。

三
〇
　
足
利
義
詮
御
判
御
教
書

造
天
竜
寺
領
備
後
國
重
永
庄
乗
原
方
六
郷
、
山
内
四
郷
、
敷
名
郷
、
神
崎
庄
、
井

尾
道
津
倉
敷
等
事
、
注
進
状
披
見
詑
、
営
所
者
、
為
三
谷
西
条
替
一
寄
刊
営
寺
芝

虎
、
矢
野
上
野
前
司
、
井
太
田
備
前
々
司
直
康
等
、
無
魂
非
一
刊
雑
掌
一
及
詢
榔

刃
傷
転
々
難
殖
預
咎
一
早
廣
澤
信
濃
守
相
共
、

ぶ
敢
所
重
者
、

多
汰
付
寺
家
雑
ｒ
、

月
葬
■
ｉ
、

至
破
輩
狼
籍
扁
ヨ
、
為
『
預
科
一
可
牲
坤
研
領
在
Ｊ
、
使
節
更
不
呵
レ

胴
畷
怠
乾
状
如
件
、

貞
治
六
年
六
月
六
日
　
　
　
　
　
　
　
　
（花
押
）

山
内
肥
前
守
殿

先

の
三

谷
西
条

は
広

沢

に
か
え

し
そ

の
替

地

と

し

て
重
永
庄

（
世

羅

町
重
永

、

田
打

、

三
郎

丸

等
）

山

内

四
郷

、

敷
名

郷

（
三
和

町
）
神
崎
庄

（
甲
山
町
）
来

原
方
六
郷

（小
世
良
、
上
原
、
赤
屋
、
伊
尾
等
）
尾
道
津
の
六
ケ
所
が
造
天
竜
寺
領

と
な

っ
た
。
然
し
前

に
三
谷
西
条
を
処
理
し
た
矢
野
、
大
田
の
両
氏
が
こ
の
処
置
を

こ
ば
み
寺
家
雑
掌
等

に
乱
妨
を
加
え
た

ダ

三
動
量

対
し
て
山
内
通
継

惑
致
獅

〔盛
あ

の

大
役
を
仰
せ

つ
け
て
い
る
Λ
三
〇
Ｖ
。
延
文

二
年
預
ケ
状
Λ
二
七
Ｖ
、
貞
治
四
年
諸

実
排
除

の
御
教
書
∧
二
八
∨
、
と
す

っ
か
り
武
家
方

の
安
定
勢
力
の

一
翼
と
し
て
動

い
て
い
る
。
こ
の
頃
の
守
護
は
渋
川
義
行

に
か
わ

っ
て
い
る
。

惣
領
通
継
は
十
五
才

で
死
亡
し
弟
通
忠

（
当
時
既
に
相
模
山
内
時
通
の
養
子
に
な

っ
て
い
る
）
を
惣
領
家

の
養
子
と
し
た
の
で
こ
ゝ
で
俊
業
系

（承
久
京
方

一
部
地
頭
）

と
宗
俊
系

（惣
領
系
）
が

一
元
化
す
る
こ
と
に
な
り
山
内
氏
の
歴
史

の
中

で

一
つ
の

転
機
に
な
る
。
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二
、
俊
薬
系

（
相
模
在
住
、　
一
部
地
頭

）

承
久
の
乱
で
京
方
に
お
い
で
戦
死
し
た
俊
業
の
子
時
業
が
地
毘
庄
内
下
票
村
地
頭

職
、
半
矢

一
色
、
権
模
国
早
河
庄
内
名
田
四
段
、
在
家

一
字
を
与
え
ら
れ
て
庶
家
と

し
て
独
立
し
て
い
る
Λ
三

一
Ｖ
、
こ
の
あ
と
二
代
に
わ
た
っ
て
女
子
が
続
き

一
族
の

中
で
所
領
を
守
り
、
南
北
朝
期
に
時
通
の
時
代
を
迎
え
る
。

三
四
　
山
内
時
通
着
製
状

着
到

相
模
圏
山
内
首
藤
二
郎
時
通
爵
磯
参
候
、

以
砒
爵
可
資
刊
披
∫
候
、
恐
懐
譲
言
、

建
武
三
年
正
月
十
七
日
　
　
　
　
　
　
時
通

上

（
證
判
）

承
了

こ
の
家
系
で
最
初
に
見
え
る
文
書
は
三
四
号
の
到
着
状
で
あ
る
。
こ
の
日
付
は
尊
氏

が
関
東
か
ら
京

へ
攻
め
の
ぼ
り

一
月
十

一
日
入
京
、　
一
月
甘
七
日
丹
波

へ
敗
走
し
た

日
に
な
っ
て
お
り
、
次
に
見
え
る
三
五
号
の
軍
忠
状
も
い
ろ
い
ろ
検
討
を
要
す
る
内

容
で
あ
る
。
北
条
時
行
の
中
先
代
の
説
は
聡
鵡
篭
亀
ざ

薦
の
事
で
あ
り
文
中
の
如
く

建
武
三
年
二
月
廿
五
日
は
尊
氏
軍
は
九
州
多
々
良
浜
合
戦
の
最
中
で
あ
る
。
従

っ
て

時
通
は
関
東
残
雪
部
隊
と
し
て
関
東
平
定
戦
に
参
加
し
て
い
た
も
の
と
思
え
る
。

敵

一
人
を
打
ち
と
り
、
下
人

一
人
を
討
死
さ
せ
て
い
る
。

（
四
月
五
日
と
い
日
付
は

尊
氏
が
再
上
京

へ
出
発
し
た
二
日
あ
と
で
あ
る
）
。
新
波
家
長
は

一
三
二
七
年
よ
り

霙
東
執
事
を
し
て
い
る
が
既
に
こ
の
時
、
鎌
倉
府
の
責
任
者
で
あ
っ
た
と
思
え
る
。

〓
〓
一　
　
一菫
．簾
．通
菫
き
け

〓
古
言̈
藤
三
質
姜
．遅
〓
軍
〓
事
、

右
、
今
年
襲
武

〓
百
算
姜
・
雪
、
先
代
合
戦

２
静
．、
漬
菫
生
事
、難

一
‐、■
象
誇
．
〓

時
通
を
下
人
弥
次
郎
男
打
死
畢
、
此
条
板
倉
右
衛
門
太
郎
、
庄
又
六
一
現
〓
■

、

闘
甘
六
七
両
日
、
又
重
薄
忠

一之
条
、

擦
頂
謬
、
例
合
戦
注
進
如
躊

建
武
三
年
四
月
五
日

（
證
判
）
　

　

　

　

〈
斯
波
家
長
）

（
異
筆
）

「
承
候
了

」

一量
ハ
　
山
内
時
通
着
到
状

着
到相

模
國

曲
内
首
藤
二
郎
時
通
所
当
奉
仕
也
、
発
着
到
如
件
、

建
武
三
年
八
月
十
九
日

（巌則筆）　
　
　
（家長）

「
承
候
了

嚢

（花
押
）

（
一
一一一一一一一ハ）

建
武
三
年
八
月
の
理
着
状
が
二
通
あ
る
が

一
通
に
八
月
の
み
て
日
付
が
入
っ
て
い
な

い
内
容
は
大
同
小
異
、
了
承
印
は
異
る
と
こ
ろ
か
ら
、
八
月
に
二
回
警
固
に
つ
い
た

も
の
と
思
う
。
尊
氏
が
大
部
分
の
兵
を

つ
れ
て
西
上
し
て
い
る
の
で
残
留
部
隊
は
忙

し
か
っ
た
と
思
え
る

（
三
七
号
略
）
。

建
武
三
年
に
は
常
陸
の
佐
竹
義
貞
と
北
畠
顕
家
が
甕
の
原
で
戦

っ
た
の
を
は
じ
め
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と
し
て
常
陸
北
部
で
南
北
両
軍
の
戦
い
が
続
い
て
い
る
。

三
八
　
岡
重
直
奉
書

四
〇
　
斯
波
家
長
奉
書

度
々
合
戦
之
時
、

政
軍
鰍
之
由
事
、

状
、
依
柳
執
達
如
絆
、

建
武
四
年
二
月
十
日

山
臥
須
顧
繁臨
ぽ

殊

以
神
妙
也
、
至
聰
賞
著
、

コ
鮪
坤
砂

獣
之

（家
長
）

源

偽
塚
職
常
陸
下
野
両
國
以
下
凶
徒
ｒ
、
大
将
己
所
玲
疏
向
給
馳
、
早
政
謙
倉
之
警

回
玲
、
殊
可
牧
釉
増
セ
由
候
也
、
例
執
達
如
件

建
武
三
年
十
月
十
四
日

下
野
で
は
宇
都
宮
公
綱
が
尊
氏
方

に
降
り
、
広
橋
経
泰
は
反
対

に
茂
木
城
を
奪
取
し

て
い
る
。

こ
の
時
の
大
将
は
誰

で
あ

っ
た
か
わ
か
ら
な
い
が
、
間
も
な
く
関
東

の
大

将
と
し
て
高
師
冬
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
鎌
倉
警
固
役
も
大
役

で
あ
っ
た
と
思
え
る
。

こ
の
時

の
岡
重
直
は
関
東
奉
行
人
の

一
人
と
思
え
る
が
経
歴
は
わ
か
ら
な
い
Λ
三
八
Ｖ
。

鎌
倉
留
守
役
が
大
変
で
あ

っ
た
事
は
三
九
号
文
書
に
あ
る
如
く
四
十
日
近
い
日
数
を

毎
夜
宿
直
し
て
い
る
こ
と
で
も
わ
か
る
。

三
九
　
山
内
時
通
着
到
状

着
到

山
内
首
藤
三
郎
時
通
Л
奥
当
鯵
由
、

戦
一仰
Ｊ
之
間
、
自
去
月
十
四
日
至
干
今
月
廿

日
、
毎
夜
宿
直
蛉
勤
量
虎
如
件
、

建
武
三
年
十

一
月
十
日

ｆ羅
ξ
相
実
、　
　
　
殖
震
Ｃ

建
武
四
年
に
な
る
と
高
師
冬
が
大
将
と
し
て
出
て
く
る
。
こ
の
年
常
陸
で
は
楠
正
家

が
那
珂
郡
で
佐
竹
義
貞
と
戦
い
、
佐
竹
義
篤
が
小
田
治
久
を
攻
め
て
い
る
。
下
野
で

は
宇
都
宮
公
綱
が
高
師
冬
と
戦
い
、
北
畠
顕
家
が
西
上
途
中
小
山
城
を
攻
め
小
山
朝

政
を
捕
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
関
す
る
戦
場

へ
出
た
も
の
と
思
え
る
∧
四
〇
∨
。

四

一
　

上
杉
朝
定
奉
書

山
内
首
藤
三
郎
時
通
代
行
範
申
備
後
國
地
砒
庄
内
下
原
村
地
頭
職
以
下
事
、
訴
状

具
書
如
此
、
廣
澤
孫
二
郎
子
息
小
法
師
丸
政
瑯
覇
云
々
、
早
劃
・砂
獣
居
時
通
代
於

当
覇
、
若
鮪

［
［
一赫
け
『
「
時
崚
『
一ｒ
可
破
「
烏
」
崚
州
」

（
依

脚
日
準

如
件
、

（義
長
）

仁
木
右
馬
権
助
殿

こ
の
当
時

の
常
と
し
て
防
備

の
弱

い
所
領
は
ね
ら
わ
れ
る
が
、
時
通
の
場
合
、
戦
陣

に
い
る
ば
か
り
で
な
く
遠
く
離
れ
た
代
官
支
配
で
あ
る
の
で
当
然
と
い
え
ば
当
然

で

あ
る
。
備
後
地
毘
庄

に
つ
い
て
隣
郡
の
三
谷
西
条

の
広
沢

一
族

の
侵
入
で
あ
る
。

幕
府
の
引
付
頭
人
上
杉
朝
定
か
ら
守
護
仁
木
義
長

へ
取
締
り
を
指
示
し
て
い
る
。

Λ
四

一
∨
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巨
一
一　
上
杉
馨
だ

墓
書

山
内
首
藤
三
郎
時
通
代
行
範
申
備
後
國
地
砒
庄
内
下
原
村
地
頭
職
以
下
事
、
重
訴

状
具
書
柳
砒

、
廣
澤
孫
三
郎
子
息
小
法
師
丸
敦
一押
顔
之
間
、

　

‐
可
珍
一汰
居
時
通
代
於

当
所
之
旨
、
先
度
灘
敬
御

、
不
砕

爵
云
々
、
太
撫
一其
爵
、
不
日
抄
珠
付
之
一
若
ｊ

子
響

、
域

鱚

鵡

一
屁

鳴

之
然

酬

理

饉

″
Ｃ

（石
橋
和
義
）

左
衛
門
佐
殿

四
五
　
一局
師
冬
挙
状

（時
通
）

山
内
首
藤
二
郎
就
備
後
國
所
領
事
、
申
旨
候
乎
、

　

ヽ
被
撫
珈

慮
候
者
、
喜
入
候
、
常

州
発
向
同
道
之
仁
候
之
間
、
如
此
申
候
恐
々
謹
言
、

（暦
応
）
　

一
一月
六
日
　
　
　
　
　
　
　
　
参
河
守
師
冬

（花
押
）

謹
上
　
　
　
松
田
十
郎
右
衛
門
入
道
殿

然
し
こ
の
乱
妨
は
お
さ
ま
ら
ず
翌
年
再
び
上
杉
朝
定
の
名

で
新
守
護
石
橋
和
義
に
再

度
処
置
を
命
じ
て
い
る
。

こ
の
問
題
は
簡
単
に
は
い
か
ず
暦
応
四
年

二
月
六
日
に
時

通
の
直
接
の
上
将
で
あ
る
高
師
冬
か
ら
幕
府
奉
行
人
の
松
田
十
郎
右
衛
門
に
善
処
を

依
頼
し
て
い
る
。

こ
れ
よ
り
前
四
三
号
文
書

に
あ
る
よ
う
に
長
期
戦
に
な
る
と
所
領

が
気
が
か
り

で
戦
線
を
離
脱
す
る
者
が
多

い
中

で
終
始
在
陣
さ
す
為

に
は
留
守
所
領

へ
の
手
当
が
必
要

で
あ
る
。
駒
館
城
は
五
月
六
日
に
師
冬
が
お
と
す
が
、
す
ぐ
に
南

軍
が
奪
回
そ
れ
を
拠
点

に
飯
沼
城
攻
略
を
行
な
い
結
局
師
冬
軍
は
退
い
て
い
る
。
こ

の
頃
の
南
軍

の
情
況
は
、
小
田
治
久
が
守
護
で
筑
波
郡
筑
波
町
に
お
り
楠
正
家

（建

武
千
．三
■
彗
）
が
算
珂
菫
　
違
〓

こ
霧

（
、
上
劉
で
感
在
け
・義
糞

●
●
■́
〓
「
、
晨

に
は
■
田
を
追

ｒ

圭
・護

に
Ｉ

ｌ

ｉ

う
情
丘
一．１

一．
■
∫

Ｊ
´
■
．
〓

ｉ
北
目
畿

一房
が
入

っ
て
挽
回
を
は
か
る
が

一
三
四

一
年
１、
田
治
ス
が
妻
〓

＾́
て
喜
壼^
冬
に
墜

″

親
房
は
関
城

（
真
壁
郡
）
に
移
る
が
康
永

二
年
関
　
大
宝
城

（
下
妻
市
Ｌ
下
妻
政
蒙
）

が
落
城
し
親
房
、
興
良
親
王
、
春
日
顕
国
ら
は
再
び
吉
野
に
帰

っ
て
、　
一
応
霙
貞
は

平
定
さ
れ
た
。

四
三
　
一局
師
冬
奉
書

常
州
井
下
総
國
凶
徒
誅
罰
事
、
駒
館
城
合
戦
之
最
中
、
軍
勢
多
帰
國
之
虎
、

至
可

ｒ
忠
節
之
条
、
尤
神
妙
也
、
向
後
弥
可
牧
獅

耳
忠

一之
獄
¨
醜
柳
執
達
如
件
、

暦
應

二
年
十
二
月
十
三
日
　
　
　
　
　
参
河
守

（花
押
）

（
時
通
）

山
内
首
藤
三
郎
殿

四
六
　
山
内
時
通
着
到
状

着
到

山
内
首
藤
三
郎
時
通

右
、
時
通

一
自
孫
垂
柳

一御
共
仕
、
　

大
費
城
三
穀
望
、

政
耳
忠

・候
了
、
働
着
到
如
躊
、

康
永

二
年
十

一
月
十
三
日

（
證
判
）

こ

の
間
相

模

山
内

は

一
貫

し

て
尊

氏
方

で
動

い

て

い
る
。
所

領

の
事

に

つ
い

て
具

体

的

に
は
不

明

で
あ

る
が

四

八
号
文

書

に
年

不
明

の
師
冬

挙

状

が

あ

る

が
、
宛
名
の
細
河
頼
春
を
守
護
と
す
れ
ば
文
和
五
年
以
後
と
な
り
、
こ
の
時
に
は
既

に
惣
領
家
か
ら
松
若
九

（
通
忠
）
が
養
子
に
入

っ
て
い
る
の
で
、
頼
春
は
ま
だ
守
護
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で
な
く
、
師
冬
が
関
東
在
陣
中
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

（頼
春
は
引
付
頭
人
か
？
）

四
八
　
一局
師
冬
挙
状

山
内
酪
雌
ゴ

郎
就
所
領
事
、
申
旨
候
、

登
聞
ぶ
候
、

報
撫
Ⅷ
慮
候
者
、
悦
人
候
、

ぶ
■
蝉
政
」

之
仁
候
之
間
、

　

‐′
如
砒
令
「

候
、
恐
々
謹
言
、

二
月
十
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
参
河
守
師
冬

（花
押
）

（頼
春
）

謹
上
　
　
細
河
刑
部
大
輔
殿

四
七
、
山
内
時
通
着
到
状

○
コ
ノ
文
書
、
裏

二
花
押
　
　
ア
リ

着
到山

内
首
藤
三
郎
時
通
申
、

右
、
今
年

二
月
四
日
、

勤
惨
吉
野
御
蝉
、
鼻
瓦
群
霜
一
政
砲
師
ヽ

上
洛
之
時
、
御
共
仕
畢
、
然
者
、
早
賜
珈

證
劃
、

撤
縮

碓
亀
Ｓ
、

貞
和
四
年

二
月
　
日

（證
判
）

（異
筆
）

（高
師
直
）

「
承
了

」

（花
押
）

（安
芸
）
な
ど
を
率
い
て
皇
居
の
背
後
を
ね
ら
っ
て
宇
智
郡
に
向
う
が
、
長
谷
寺
、

多
武
峯
の
衆
徒
に
襲
わ
れ
敗
退
す
。
こ
の
戦
い
に
時
通
は
参
加
し
て
い
る
。

山臥鶴輝̈
代制］制鮮申嚇囃峰『軸日申ヽ
状

串【降砕『斗湖」「」『蜘「中樺『嚇呻識螂」「轟Ⅶ『砕坤〓“坤一ヽ

「］嘲］御「『呻卑『ｒ『［摯却日一異一剌緒［〓『表に一に「け審中枷

【嘲『社卿「』セ［ｒ『颯Ⅵ嗜〓岬なけ、坤「「籍囃卸』轟『呻一螂ヽ

神］輝［〓『時警』繰罐秦にⅧは一申躊い「『制秦に動疇［割］拳け・

落
・了
、
此

疇
磁
囀
『
薪
脚

之
」

者
、

Ｊ
賜
御
判
、
為
跡
穐
鏡

一、
恐
々
言
上
卿
讐
、

（粛『きく
（（儲柵判宥）

五

一
　

岩
松
頼
宥
感
状

同
十
三
日
、
御

働
言
上
抑
午
、

関
東
が

一
応
お
さ
ま

っ
た
ら
時
通
は
大
和

で
の
戦

い
に
参
加
し
て
い
る
が
、
そ
の

ま
え
貞
和
元
年

に
家
督
を
松
若
丸

（
通
忠
）

に
譲

っ
て
の
出
陣

で
あ
る
。

貞
（卜
三
岬
礎

正
行
が
紀
伊
、
和
泉
、
河
内

に
進
出
し
、
細
川
、
山
名
を
敗
り

つ
い
に
、

貞
和
四
年
四
条
畷
で
高
師
直
軍
と
戦

い
戦
死
す
、
師
直
は
佐
々
木
導
誉
、
逸
見
有
朝

（摂
津
）

今
度
以
代
官
鵬
略
州
玲
獣
碑
京
都

一、
去

二
月
六
日
、

工
神
無
山
政
玲
戦
聴
節
之
条
、

殊
以
神
妙
、
可
罐
鶴
噴
之
旨
、
可
霊
神
之
破
如
件
、

文
和
四
年
六
月
二
日
　
　
　
　
　
頼
宥

（花
押
）

山
内
鴎
舗
貯
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こ
三
二
と
落
誓
家
還
継
Ｅ
弟
二
若
■

（
通
琶
）

↑
養

ヽ
≡
重
三
テ

こ
を

　́
二
二
多
戦

す
Λ
五
Ｃ
Ｖ
。

」
に
行
せ
ド
直
冬
派

の
桃
井
忠
常
、
斯
波
氏
頼
ら
入
京
し
、
続

い
て

直
冬
、
山
名
時
氏
、
石
塔
頼
房
ら
入
京
す
。

こ
の
時
尊
氏
は
延
暦
寺

に
入
り
、
義
詮

は
播
磨
弘
山
を
出
発
し
て
京
都

に
向
か
う
。
途
中

二
月
六
日
摂
津
神
南

（高
槻
市
）

で
南
軍
を
敗

る
。
二
月
十

二
日
両
軍
七
条
洞
院
油
小
路
あ
た
り
で
戦

い
十
三
日
尊
氏

入
京
す
。

こ
の
間

の
働
き
に

つ
い
て
五
〇
号
文
書

に
く
わ
し
く
出

て
い
る
。
守
護
岩

松
頼
宥
よ
り

の
感
状
も
五

一
号
文
書
と
し
て
残

っ
て
い
る
。

三
、
両
流
合
併
後

の
山
内
氏
の
動
き

山
内
通
継
か
ら
弟
通
忠

（相
模
山
内
氏
養
子
）

へ
の
譲
状
は
た
治〓
一四六

牝
オ

月

一
日

付

で
地
毘
庄
本
郷
地
頭
職
以
、
下
六
ケ
所
す

べ
て
が

「
通
継
落
笠
り
す
、
舎
弟
刑
部
四

郎
通
忠
お
為
一養
ｆ
…

」
と
し
て
譲
り
、　
７

‥
近
年
漱
一動
飢
撫
稲
他
人
等
玲
「

Ｊ
者
也
、

ま
京
郵
訴
申
、

　

一
可

一知
罰
之
…

」
と
し
て
い
る
。
子
が
な
い
事
は
最
大
の
理
由
だ
ろ
う

が
今
ま
で
の
経
過
か
ら
み
て
幕
府
と
よ
り
近

い
相
模
山
内
系
を
合
流
す
る
こ
と
が
賢

明
と
い
う
見
方
も
な
り
た

つ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
又
動
乱
で
た
え
ず
不
安
定
な
領

有
関
係
も
京
都

へ
訴
え
申
し
て
知
行
を
確
実

に
す
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
い
る
。

こ
の
点
か
ら
も

通
忠
も
最
適
の
人
物
と
思
え
る
し
又
完
全
な
守
護
領
国
制
が
確
立
を

し
て
い
な
い
鎌
倉
の
直
接
御
家
人
制
か
ら
室
町
の
守
護
領
国
制

へ
の
過
渡
期
の
様
相

を
示
し
て
い
る
。
に

注
メ
年
ギ

大
内
弘
世
が
幕
府

に
帰
属
し
、
直
冬
党
の
勢
力
は
減

退
し
、
八

・
九
月
の
交
、

つ
い
に
備
後
か
ら
去

っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
情
勢

の
中

で
山
陰

の
山
名
時
氏
も
幕
府
に
帰
属
し
て
い
る
。
咤
文〓
垢
牝
締
川
頼
之
を
中
国
管
領

に
起
用
し
た
事
は

一
応
成
功
し
た
と
い
え
よ
う
。

こ
う
し
た
中

で
幕
府

の
最
重
要
施

苦

ぼ
一
．
輌　
・・ｒ
二
い．言
一
、■
■
　
一■
〓
ふ
平

　́
。
凝
ｆ
．
蔽
）ヽ
．
ｒ
ｌ
・
‥
〓
・
一
、
■
ｉ
ｒ
ｒ
´

た
渋
げ‐‐
義
″何
″に
か
え
て（
と
年
一．■
一一
４
・
７
・俊
を

一
．
航
賓
奮
ｆ
Ｔ

二
．
一
達
０
き
ら
け

で
有
名
な
彼
の
下
向
は
八
ケ
月
を
要
し
、
そ
の
電
、
兼
等
職

こ
し
て
三
三
薔
ｉ
守
護

と
し
て
種
々
の
手
配
を
な
し
て
応
永
四
年
十

二
月
十
九
日
門
弓

へ
入

（́
て
●
こ

山
内
惣
領
通
忠
は
こ
れ
に
従

っ
て
渡
海
し
以
後
（永．
柾
荘
に
ま
で
各
地

で
転
戦
し
て
い

スリ
。

五
四
　
山
内
通
忠
軍
忠
状

「
於
鎮
西
今
川
殿

一
見
状
」

備
後
國
山
内
修
理
亮
通
忠
申
軍
忠
事
、

右
、

熟
預
西
御
退
士
御
下
向
之
間
、
寂
前
馳
参
、
去
年
嚇
安

十
二
月
十
九
日
、
御

渡
海
御
共
仕
、

　

一
於
研

・
々
御
陣
童
市
直
警
躙
詑
、
就
中
、
今
年

二
月
十
日
、

公
預
前

國
麻
生
山
両
度
合
戦

一致
砲
コ
、

至
可
高
宮
佐
野
原

一在
陣
之
上
者
、

　

一
下

一給
御
證
劃
、

弥
馘
弓
箭
之
ｊ
、
為
飾

珠
代
亀
鏡

一、
粗
言
上
珈
躊

、

應
安
五
年
七
月
　
日

署
ポ
エ
（縣
ζ
」

芸
備
両
国
の
在
地
領
主
と
し
て
山
内
氏
の
ほ
か
に
、
長
井
貞
広
、
田
総
能
里
、
毛

利
元
春
、
熊
谷
宗
直
、
吉
川
経
見
、
毛
利
匡
時
、
厳
島
了
親
等
が
あ
る
が
、
厳
島
氏

と
毛
利
匡
時
は
応
安
五
年
大
宰
府
陥
落
と
共
に
帰
国
し
て
い
る
。

終
始

一
貫
従
軍
し
た
山
内
氏
の
転
戦
の
あ
と
は
五
九
号
、
六
〇
号
文
書
で
う
か
が
い

知
る
こ
と
が
で
き
る
。
五
九
号
に
よ
る
と（
〓
一著

こ

応
安
四
年
十
二
月
か
ら
応
安
七
年
ま
で
、
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筑
前
、
筑
後
、
肥
前
、
肥
後

に
亘

っ
て
少
く
と
も
二
十
三
回
以
上
の
戦
に
参
加
し
警

後
宿
直
に
当

っ
て
い
る
。

（
応
安
八
年
正
月
の
六
〇
号
文
書
も
大
同
小
異

で
あ
る
。

五
九
　
山
内
通
忠
軍
忠
状

備
後
國
山
内
下
野
守
通
忠
申
軍
忠
事
、

右
、
去
應
安
四
季
十
二
月
十
九
日
、
御
渡
海
之
時
、
大
手
御
共
仕
、

識
邸
門
司
御

脚置嘲．筑一致南̈
疇脚岬に鰤』寿籠坤一［［ぎけ嘲曖枷脚［」一に向に

陣
、
高
宮
御
陣
、
佐
野
御
陣
、
高
取
山
御
城
、

　

一
於
破
御
陣
爵
勤
砲
獅
畢
、
同
八
月

十
日
、
天
山
凶
徒
没
落
、
同
十

一
日
、
内
山
没
落
以
来
、
度

々
御
合
戦
敦
砲
勁
詑
、

同
六
季
十
月

二
日
、
肥
前
國
城
山
御
陣
童
布
直
警
躙
之
刻
、
同
壬
十
月

二
日
、
筑

前
國
於
千
神
山
御
減
、

政
譜
躙
詑
、
再

一
参
動
山
御
ｐ
ヽ
政
砲
獅
之
虎
、
同
七
季
四

月
三
日
、
筑
前
國
漱
鯛

鷲
生
御
ｐ
、
則
政
嗜
躙
時
扮
一
筑
前
河
小
田
瀬
鎖
、
打

・玖

生
葉
封
、
散
在
村

一
令
敵
メ
時
、
終

日

一
致
玲
Ｊ
、
若
党
小
笠
原
隼
人
丞
被
琥

畢
、
同

八
月
三
日
ヽ
歌
詢
里
、
筑
後
國
福
同
敢
鯛

耐
ｐ
間

一
致
聴
勤
「
同
九
月
十
七
日
夜
、

支
・子
御
歓
没
落
之
期
同
晦
日
ヽ

八
町
嶋
敢
鯛

Ⅷ
ｐ
重
嗜
銅
、
同
十

一
月
十
二
日
、

筑
前
河
渡
御
共
仕
、
石
桓
御
陣
政
稽
銅
、
同
十
七
日
、
藤
山
御
陣
御
共
仕
、
同
十

五
日
、
黒
木
御
陣
、
同
甘
七
日
、
谷
河
御
陣
、
同
晦
日
、
肥
後
國
大
戸
山
　
御
陣
、

政
市
直
警
銅
、
同
十
二
月
十
五
日
、
同
國
報
詢
硝
原
山
御
陣
一、
在

々
所
々
於
手
御

陣
、
而
政
市
直
警
躙
之
条
、

　

一
無
政
盤
者
也
、
然
則
早
Ｊ
賜
　
御
渕
、
為
飾

碓
證
亀

鏡
一、
粗
言
上
柳
讐
、

　
　
　
　
　
（證
判
）
　

（了
俊
）

應
安
八
季
正
月
　
日
　
　
　
「
承
了
、

（花
押
）

」

通
忠
の
九
州
在
陣
が
長
期
に
亘

っ
た
為
に
当
時

の
例
と
し
て
当
然
所
領
侵
略
を
企

て
る
輩
が
あ
る
。

た
安〓
一九
物
際
郡
の
三
吉
道
秀
が
地
砒
庄

に
乱
入
し
合
戦
に
及
ん
で
お
り
、
幕
府
は

〔
樹
」
【
〕
雌
嘲
一
『
喘
け
』

‐こ 了
】
】
『
］
鵡
）

永
（

発
は

二三 て
鑑
一嘲
¨
酔
向
時
い
」
】
摯

状
に
よ
れ
ば
三
吉
道
秀
は

「
依
硫
遠
渡
海
一

を
理
由

に
九
州
に
出
陣

せ
ず
、
通
忠

の

不
在
を
理
由
に
信
敷
東
方
を
開
所
と
称
し
同
志
を
語

っ
て
乱
入
し
、
御
教
書

に
も
従

わ
ず
あ
ま

つ
さ
え
相
論
中

に
引
付
か
ら
奉
書
を
か
す
め
と

っ
て
い
る
。

五
八
　
将
軍
家
報
酬
御
教
書
案

備 「
飩
巫
罐
事
」

事
、

力
「
内

一
族
等
本
領

一之
虎
、
三
吉
（連

記

大
夫
入
道
Й
玖
当
所

・

扱
玲
戦
」

々
、
所
行
之
企
頗
郵
研
科
諸
歎
、
所
詮
、
先
止
玲
戦

一、
速
可
抑

一
裁

一之

旨
、
可
牧
卸

Ⅷ
之

一、
若
猶
不
堕

「
一者

、
不
日
河
」
「
霊

確
子
細

一之
状
、
依
柳

執
達
如

件
、

（細
川
頼
之
）
判

應
安
七
年
八
月
三
日
　
　
　
　
　
武
蔵
守

〈
「
醜

入
道
殿

（裏鰐
ざ
文
者
、

預
置
者
也
、　
ゲ酔
９

戦
争
中
の
所
領
を
途
中
で
奪
う
「
中
間
狼
籍

」
を
な
し
「
就
中
貴
御
定
一
徒
論
在
国
一

Ｊ
玖
軍
陣
当
参
輩
所
領
内
「
任
意
政

・乱
妨

・之
条
、
希
代
之
所
行
也

」
と
あ
り
複
雑
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セ
ニ
壕
電
を
三
し
て

，
る
〓

一全

一　
山
内
通
忠
代
頼
賢
支
状

目
安山

内
下
野
権
守
通
忠
代
頼
賢
支
申

備
後
國
地
眈
庄
地
頭
職
間
事
、

右
、
当
庄
者
、
通
忠
譜
代
相
博
営
知
行
撫
珊
遠

一地
也
、
働
亡
父
通
時
、
自
礎
武
衰

初ヽ
一為『“」「『「『嘲に鵜嘲申時「南罐わ］可ｒ］疇』』和局等一̈辞・

奉
一之
由
技
Ⅷ
下
セ
虎
、
依
遼
遠
渡
海
、
大
略
雖
鈴
敢
障
「
自
物

ｒ

供

率

コ

忠
鰤

之
間
、

頭
破

々
御
注
進
驚

也
、
緩
三
吉
式
部
大
夫
入
道
々
秀
、
以
嗜
庄
ｉ
朝
所
一

奉
鯨

一
聞

一、
鮒
襦
同
心
輩
一
壺
・政
非
珈
論

文
一、
ｊ
賜
御
下
文
一
通
忠
銅
軌
州
在
陣

隙
一、
令
ｍ

玖
営
庄

一之
間
、

　

一
自
課
題
御
方
歌
Ⅷ
注
進
一
奥
棒
行
雅
楽
右
近
入
道

一、
備

後
國
地
砒
庄
者
、

ス
珀
内

一
族
箸
本
領
之
虎
「
道
秀
乱
妨
承
頗
Ｊ
研
科
政
由
被
誠

・

御
教
書
碑
棚
娯
攻
就
を

重
被
墜
Ⅷ
注
進
乾
間
、
歎
申
寂
中
、

霊
確

一
属
「
付
御
方
一

Й
神
御
奉
書
珈

此
、
乍
墜
一撫
鶴
　
訴

一、
令
「
秋

営
庄
「
コ
破
々
合
戦
た
条
、
先
中

間
狼
籍
之
罪
科
、
争
可
鑓
２
哉
、
就
中
疲
硝
御
定

一、
徒
鈴
一
國

一、
Ｊ
玖

軍
陣
営
参

輩
所
領
内

一、
■
Ⅶ
メ
致
「
妨
乾
条
、
希
代
之
所
行
也
、
所
詮
、
被
罫

聴
奉
行
人
松

田
修
理
進

一、
急
速
被
資
Ⅷ
沙
汰
一

云
・殖
秀
　
訴
「
云
沖
間
狼
鼻
篇
、
為
跛
一
ｆ
堺
Д

恐
々
目
安
言
上
卿
件
、

永
和

三
年
二
月
　
日

こ
れ

に
対

し
了

俊

も
奉

行

所

に
対

し

て
挙
状

を
執

申

し

て

い
る
Λ

六

一
Ｖ
。

こ
の
後

の
経

違

は
不

明

で
あ

る
が
山

内

氏

は
乱
中

か
ら
乱
後

に
か

け

て
応
安

■

〓
〓
Ｉ

一
一

一
三
二

十
一寺

護

颯
吐
〓

■
．
工
担

過

言
・
■
経
、
富

積
罐
在

ゲ

＾
一
こ

当
年

限

り
）

´

五
五

ヽ

や
、

ら
纂
ご

疑

ぎ
三
．甘

二
≡
卜
．
Я
４
　

暉

手
票

年
ゴ

で
備
後
国
三
上
郡
高
郷
地
頭
職
、
同
郡
内
長
江
庄
半
分
を
兵
根
新
軒
と
し
て
預
置
■

れ
て
い
る
Λ
五
七
Ｖ
、
南
北
朝
の
対
立
、
観
応
の
擾
乱
な
ど
の
都
度
、
論
旨
、
仁
繁

書
、
下
し
文
な
ど
乱
発
さ
れ
そ
の
度
毎

に
所
領
争

い
を
繰
り
か
え
す
中

で
、　
一
時
直

義
系
に
属
し
た
も
の
の

一
貫
し
て
幕
府
方

で
動

い
た
山
内
氏
は
こ
の
後
、
旧
領

（
但

し
備
後
分
）

の
保
持
は
勿
論
領
域
内
外

に
支
配
権
を
深
化
拡
大
し
て
、
次
第
に
国
人

領
主
制

へ
の
動
き
を
早
め
て
い
く
。
至一
征

二八
疑
一卯

月
廿
八
日
の
山
内
通
忠
請
文
に
よ

る
と
、
前

に

一
年
限
り
と
し
て
い
た

「
千
光
寺
領
備
後
国
地
砒
本
郷
領
家
職
事
、
本

所
之
御
年
貢
、
毎
年
如
契
約
京
進
可
申
…

」
と
し
て
領
家
職
を
手

に
い
れ
、
貯
拝
勁
Ю
）

白制に申舞卸一静け」護「稀螂『』【一嘲綺【蒔『】薇「中明〓、一耐越粥］‐ま．

「
山
門
石
泉
院
領
備
後
国
地
砒
庄
内
伊
与
西
村
領
家
職

」
Λ
六
六
Ｖ
。
明
徳
二
年
七

月
二
日
に
は
同
村
の
半
済
弐
拾
貫
文
を
入
手
し
て
い
る
Λ
六
七
Ｖ
、
更
に
町
衡
雌
年

十
月

一
日
に
は
延
暦
寺
千
手
院
領
備
後
恵
蘇
西
条
河
北
等
所
務
職
補
任
状
に
よ
っ
て

西
条
、
河
北
以
下
四
箇
村
の
所
務
職
に
補
任
さ
れ
て
い
る
∧
六
八
Ｖ
、
こ
れ
は
更
に

応
永
四
年
に
再
確
認
さ
れ
て
い
る
。

一ハ
一　

今
川
了
俊
順
挙
状

山
内
下
野
権
守
通
忠
申
本
領
安
堵
事
、

業
耐
凌

一之
様
可
鷺
野
Ⅷ
沙
猷
候
哉
、

公
預

西
一致
砲
獅
候
之
間
執
「
候
、

２
砒
ｒ
可
鮪
Ⅷ
披
露

一候
、
恐
慢
謹
言
、

三
月
廿
八
日
　
　
　
　
　
沙
　
弥
了
俊

（花
押
）

進
上
　
　
　
　
御
奉
行
所
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こ
う
し
て

一
応
南
北
合

一
が
か
な

っ
て
三
代
将
軍
義
満

の
応
永
年
代
に
な
る
と
守

護

の
力
が
増
大

て
く
る
が
守
護
山
名
時
熙
と
の
関
係
も
深
ま
り
被
官
化

の
傾
向
を
も

ち
次
代
の
牛
子
丸
は
熙
通
を
名
乗

っ
て
い
る
。

七

一
　

氏
名
未
詳
下
文

〇
以
下
三
通
、
様
式
文
言
等
疑
フ
ベ
キ
モ
ノ
ァ
リ
、

下
　
山
内
下
野
守
通
忠
給
之
、

備
後
國
地
毘
庄
地
頭
職
事
、

元
久
元
年
十
二
月
廿
日
如
御
下
文
、

同
摂
篠

欧
富
嶋
庄
地
頭
職
事
、

自
・豫
久
三
年
十
月
十
二
　
・
日

一
任
「
下
文
爵
瑞
「
為
本
Ｊ
上
者
、
知
行
ス
「
鮪

珈
遠

・状

如
件
、

應
永
元
年
七
月
甘
九
日

戦
乱
が
終

っ
て
応
永
期

に
入
る
と
氏
名
未
詳
文
書
が
三
通
あ
る

（
七
三
号
は
略
す
）
。

特

に
七
二
号

に
な
る
と
奴
賀
東
西
、
備
中
井
原
庄
な
ど
が
出

て
く
る
が
こ
こ
ま
で
勢

力
を
の
ば
し
得
た
か
疑
間
で
あ
る
。

こ
う
し
て
新
し
い
守
護
体
制

の
も
と
で
あ
ら
ゆ

る
機
会
を
と
ら
え
て
領
有
権

の
深
化
を
は
か

っ
て
い
る
。
特

に
熙
通
の
代
に
な
る
と

種
々
の
事
情

で
変
動
す
る
個
々
の
名
田
、
諸
職
田
を
丹
念
に
支
配
し
て
い
る
。
そ
れ

ら
が
す
べ
て
守
護
名
儀

で
認
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
時
代

の
変
化

（
主
護
領
国
体

制
）
を
思
わ
さ
れ
る
。
熙
通

へ
の
譲
状
は
勿
論
守
護
山
名
常
熙
の
名

で
認
承
さ
れ
て

い
る
。

七
二
　
氏
名
未
詳
下
文

（花
押
）

下
　
山
内
下
野
守
通
忠
給
之
、

備
後
國
恵
蘇
郡
内
上
村
事
、

同
國
奴
賀
東
西
事
、

一
　

出
雲
國
横
田
庄
事
、

一　

伯
者
國
日
野
郡
内
伊
賀
村
、

一　

備
中
國
井
原
庄
事
、

右
、
依
致
忠
節
死
行
之
状
如
件
、

應
永
元
年
八
月

一
日

八
〇
　
山
内
通
忠
譲
状

ゆ
ｄ
マ

２
さ
す
所
領

之
事
、

備
後
國
恵
燕
郡
地
毘
庄
併
所

ヽ
之
所
領
者
．

右
、か
の
所
領
、て
に
お
い
て
通
忠

ク
あ
ご
濱
の
こ
さ
す
、牛
子
丸
で
ゆ
ｄ
■
２
さ
す

所
責
也
、う
ム
の
こ
丸
惣
領
た
る
う
ゑ
ハ
、ゑ
よ
れ
さ
や
う
た
い
ご
も

ホ
ふ
ち
を
々

２
ゑ
、御
公
事
等
ハ
せ
ん
れ
い
に
ま

ク
す

へ
し
、此
旨
お
そ
む
き
て
い
ち
ん
の
ご
も

少
ら
に
拒
い
て
ぃ
、ふ
を
ふ
の
ゑ
ん
ご
あ
る

へ
さ
物
也
、働
篤
後
ゆ
引
マ
状
如
件
、

應
永
五
年

´
ら
の
へ
入
月
三
日
　
　
　

通
忠
（花
押
）
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・・　
一　
　
ム
各
堂
一凛

瀞
襲
´「

計
き

）

傭
後
日
え
ｔ
庄
堆
頭
職
事
、
任
亡
父
譲
与

之
旨
、

應
永

八
年

八
月

二
日

（
熙
通
）

山
内
馬
子
殿

凪
〓

．肛
二

■
．遺

腱

薔

ヨ

デ

健
後
目
津
圧
〓
堆
一頸
Ｌ
【
一首
藤
三
三
通
壼
〓
、
■
三
．
て
三
き
螢
２
弄
．、
量
穆
担
〓

・

候畢、ぶ詢峰峰〓［輸申［時、以証旨・可』［副疇島事は嘩準言、

夢
肝
跡

． Ｌ
葉
．■
遺
乏
状
年
■

、

沙
弥

（花
押
）

こ
の
譲
り
状

で
牛
子
丸
が
三
年
後

に
は
馬
子
に
な

っ
て
い
る
が
、
後
世
隆
通
が
聟
法

師
と
呼
ば
れ
た
り
、
嫁
法
師
と
呼
ば
れ
た
り
し
て
い
る
の
と
共
通
す
る
も
の
と
思
え

スリ
。二

、
津
田
郷
山
内
氏
の
場
合

相
模

に
住

し
山
内
を
号
し
平
治

の
乱

で
戦
死
し
た
俊
通
の
子
通
時

（
経
俊
弟
）
が

世
羅
郡
津
田
郷

の
地
頭
職
を
得
た
い
き
さ

つ
は
不
明
で
あ
る
が
お
そ
ら
く
承
久

の
乱

後

の
も
の
と
思
え
る
。
建
武

二
年

の
通
継

の
譲

に
よ
れ
ば
、
津
田
郷
、
遠
江
国
飯
田

庄
内
加
保
村

の
地
頭
職
、
伊
賀
国
嶋
原
郡
司
職
並
に
京
都
西
願
寺
御
堂
と
な

っ
て
い

る
。
鎌
倉
末
期
四
代
通
藤

の
後
家
尼
真
如
と
五
代
通
宗

の
後
家
性
忍
並

に
子
息
土
持

丸
が
所
領
争

い
を
し
て
い
る
が
そ
れ
以
外
は
現
存
の
山
内
首
藤
家
文
書

で
は
不
明
で

あ
る
。

こ
の
山
内
氏
に
つ
い
て
は
元
弘
三
年
五
月

の
山
内
通
継
が
六
波
羅
攻

に
参
加

し
た
も
の
が
初
見
で
、
惣
領
家
と
同
じ
く
催
促
状
は
見
当
ら
な
い
Λ
四
九
四
Ｖ
。

通
継

の
軍
忠
状

に
よ
れ
ば

一
族
と
共

に
五
月
二
日
の
山
崎
合
戦
か
ら
参
加
し
て
お
り

若
党

一
人
が
左
肩
に
負
傷
し
て
い
る
。
∧
四
九
五
∨

四
九
六
号
の
軍
忠
状
に
よ
れ
ば
元
弘
三
年
五
月
七
日
、

「
至
篠
村
御
陣
衰
前
馳
参
畢

」

と
あ
る
の
で
元
来
足
利
輩
下

で
あ

っ
た
も
の
と
思
え
る
。

四
九
五
　
山
内
通
継
軍
忠
状

醗
ポ
了
、
飛
む
」

備
後
國
津
田
郷
地
頭
山
内
首
藤
二
郎
通
継
謹
言
上

練
早
漱
薄
忠

・頸
Ⅷ
注
進

一、
メ
犠

，
賞
与

細
事
、

右
、
今
月

二
日
、

抑
惨
山
崎
、

謝
辞

一
族
山
内
雅
楽
助
、
同
藤
兵
衛
コ
、
同
七
日
、

一神春り若一、胸赫］載・合「い一舗「綺審球［［計いは副嘲呻『嘲一御申

國
大
家
弥
太
郎
、
出
雲
國
来
嶋
和
田
三
郎
以
下
、
所
鈴

現
知

一也
、
然
早
躙
Ⅷ
注
進

一、

為
塾

環
鎮
、
恐
々
言
上
卿
件
、

元
弘
三
年
五
月
　
日

（
一
一一一一一一エハ
）

建
武
三
年

の
尊
氏
の
挙
兵
西
上
の
時
は
遠
江
国
見
付
府
中
で
参
加
し
て
い
る

（彼

の

所
領
が
遠
江
国
に
あ

っ
た
事
と
も
関
連
が
あ
る
だ
ろ
う
）
途
中
並
に
京
中

で
奪
戦
し

て
い
る
。
特

に
遠
矢
で
敵
六
騎
を
射
落
し
て
お
り
、
若
党

一
人
を
死
な
せ
二
人
が
負

傷
し
て
い
る

（
一
月
十
六
日
）
。

進
上
　
　
　
御
奉
行
所

一

刈

ヽ

全相祗
症
）
」
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四
九
六
　
山
内
通
継
軍
忠
状
写

○
コ
ノ
文
書
ハ
、
江
戸
時
代

二
写

ン
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
紙
　
目
裏

二
、
黒
印
ヲ
捺
シ
、

ソ
ノ
下

二
「
五
」
卜
書
シ
タ
リ
、

備
後
國
山
内

「
首
藤
二
郎

」
通
継
申
軍
忠
事

右
、
法
元
弘
三
年
五
月
七
日
、

至
礁
村

一御
陣
衰
前
馳
参
畢
、
其
前
後
所
々
御
合
戦

勤
薄
忠

一之
条
、
度
々
賜
Ⅷ
證
劃
雑
鯖
一
不
安

可
細
ｐ
、
就
中
、
於
遠
江
國
見
付
府

府
中
令
鯵

肇
、
御
メ

近
江
國
伊
岐
須
宮
、
大
渡
橋
上
御
合
戦
之
時
、

コ
砲
節

一、
遠
矢

珂
竃

之
由
、

童
Ⅷ
Ｊ
之
間
、

り
磁
次
駒

敵
六
騎
目
前
射
落
則
射
払
、

　

・
為

・御
前
軍

・之

間
、

ユ
政
∬
者
也
、
正
月
十
六
日
、
於
三
井
寺
合
戦
「
太
刀
討
分
捕
仕
詑
、
殊
手

者
若
黛
山
下
余
介
鈴
「
死

一、
安
氏
余
作
門
田
清
吉
被
鷺

之
条
、
同
所
合
戦
之
間
、

備
後
國
重
貞
、
安
芸
國
時
親

一
令
現
抑
所
也
、
然
早
躙
Ⅷ
證
劃
、
為
飾

亀
鏡

一、
恐
々

言
上
如
件
、建

武
三
年
正
月
十

一
日

承
了
判

こ
の
戦

い
は
備
後

の
重
貞

（
長
井
か
？
）
と
時
親

（
毛
利
、
お
そ
ら
く
代
官
？
）
が

見
て
い
る
と
記
し
て
い
る
。
建
武
三
年
正
月
十

一
日
は
尊
氏
軍
の
入
京

の
日
で
あ
り

二
十
七
日
に
敗
走
し
て
い
る
。
通
継
が
九
州
ま
で
下

っ
て
行

っ
た
か
ど
う
か
不
明

で

あ
る
が
、
九
州
か
ら
の
京
上
に
は
戦
場

へ
向
う
常
と
し
て
養
子
土
用
鶴
丸

へ
譲
り
状

を
残
し
て
い
る
。
土
用
鶴
丸

の
父
は
里
見
式
部
大
輔
義
俊

（新
田
氏
）

で
通
継

の
娘

が
嫁
し
て
い
た
。
義
俊
は
尊
氏
東
上
軍
に
呼
応
し
た
播
磨

の
赤
松
攻
に
参
加
し
て
戦

死
し
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
舅

通
継
は
尊
氏
軍
に

つ
く
こ
と
を
予
想
し
て
な
お
か

つ

一
子
を
託
し
た
も

の
と
思
え
る
。

こ
う
し
て
里
見

の
血
脈
を
残
し
且

つ
山
内

の
家
名

を
残
す
と
い
う
内
乱
期

の
武
士

の
知
恵

で
あ

っ
た
と
思
え
る
。
通
継
は
建
武
三
年
六

月
の
山
内
攻
め
に
高
師
直
軍
に
属
し
て
戦
死
し
て
い
る
∧
四
九
八
Ｖ
。

四
九
七
　
山
内
通
継
譲
状

（裏
書
）

「
仕
砒
譲
状
一
河
論
知
■
状
如
件
、

建
武
三
年
六
月
十
三
日

（尊
氏
）

（花
押
）

譲
渡
　
所
領
事
、

一　

備
後
國
津
田
郷
地
頭
職
事
、

一
遠
江
國
飯
田
庄
内
加
保
村
地
頭
職
事
、

一
　

伊
賀
國
嶋
原
郡
司
職
事
、

一　

京
都
西
岸
寺
御
堂
事
、

』螂［鋏雌ご『「種螂鰤雌螂鰤
一内也”『摯に琳赳申瘤」『颯載時鰤』響

俊
、
営
年
六
月
中
、

ぶ
硝
磨
國
府
♪
自
骰
■
吹
叩
以
来
、

玲
確
浦
虎
也
、

雌
熟
恥
一
、

且
云
孫
嫡
ｆ
、
且
云
砧

ゴ
一尊
曙
っ
其
志
深
切
之
間
、　
一
日
Ｊ
磯
一
也
、

漱
熟
硝
歳

Ｊ
、

雌
鮪
．聡
躙
、

　

一
自

一開
諌
将
軍
家
御
上
洛
之
由
承
弓
、

珊
惨
手
海
童
、

駒
動
錫
之

上
者
、
存
命

・
不
縫
者
欺
、
働
先

ヽ
所
彼
譲
猷
也
、
更

，
不
「
鮪
瑚
類
他
人

の
動
、
卿
爺
・

通
継
之
子
メ
、
於
敢
所
Ｊ
靖
確
ｐ
輩
者
、　

，可神
桁
聯
Ｊ
者
也
、
働
偽
確
壺
湘
「
代

々
御
下
知
證
蚊
、
譲
状
如
件
、

建
武
二
年
十

一
月
十
八
日

（花
押
）

藤
原
通
継
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凪
Ｉ
．Ｆ
、
　

一式
．通
継
子
忌

二
■
義̈

〓
．一
′
も
言
欝
．≡
〓
霧
書
讐
、〓
げ
幸

鐘
後
國
津
鶴
繊
惣
護
地
一環
止
内
首
募
三
菫
遷
議
華
囀
、
ふ
・憲
土
軍
．毬
菫
ｔ
く
鉾
．雪

謹
言
上璽

早
報
躙
碕
護
人
朝
山
次
郎
左
衛
門
尉
楚
忽
注
韮
、
被
一
副
所
御
沙
麒
、

端
・

亡
父
通
継
討
死
鰤
、
神
聡
讚
虎
、
似
幣
脚
、
入
排
擬
確
誰
条
、　無ヽ
鵠
一子
飾
事
、

副
進一

局
　
　
代
々
御
下
文
以
下
手
軽
證
文
等
案

一
局
　
　
御
感
御
教
書
軍
忠
之
所
見

右
簡
郷
警
、
為
先
雄
相
博
之
滝
、
代
々
知
行
業
磯
輩
者
也
、
而
亡
父
通
継
将
軍
珀
・

開
Ｆ
御
上
洛
之
由
車
一博
メ
、

島
剛
ｊ
境
前
硼
惨
子
闘
諌
間
、

ぶ
礁
江
國
見
付
府
卦

玲
参
重
候
、

鋼
政
逓
江
國
伊
鍍
須
富
、
大
渡
橋
上
御
合
麟
之
時
、

政
砲
ゴ
、
遠
矢

澤
笹
之
由
瑕
「
Ｊ
之
間
、
以
磋
ム
謝
私
御
歓
ゴ
、
潟
珈
前
藤
之
間
、　

一
無
破
膿
者
也
、

其
後
去
年
二
月
甘
自
、
京
都
鶴
合
戦
時
、
於
三
条
河
原
令
討
現
了
、
土
用
窯
丸
漱
レ

轟
拗
沙
、

瑳
確
代
富
時
吉
於
衛
訪
、
備
中
國
福
由
御
合
戦
以
下
、
去
年
六
月
曲
門

責
、
其
後
度
々
御
合
戦
之
時
、

蠣
覗
張
守
殿
御
壬
、

勤
薄
爵
之
条
、
御
感
御
教
書

以
下
明
鏡
之
間
、

轟
「
死
之
勝
、
富
時

・
中
穏
讚
之
虎
、
結
局
懸
命
之
本
領
よ
一開
所

之
珠
、

囃
鶴
之
上
者
、
所
詮
、
早
偽
躍
■
蔽
所
之
注
韮
、
恐
々
言
上
如
件
、

建
武
四
年
二
月
　
圏

遷
継
が
戦
死
し
た
の
で
養
子
土
用
機
丸

（
通
知
）
が
相
続
し
安
堵
申
講
を
申
講
し

て
い
る
Λ
四
九
八
Ｖ
。

こ
の
安
堵
申
請
は
守
護
朝
山
次
郎
左
衛
門
尉
が
腕
所
と
し
て
楚
忽
注
進
し
た
の
を
閣

ｒ

一
、
さ
，
´
　
ヽ
（
．　
・　
．
一
Ｐ

　ヽ
　
一
、　
　
１
・　
　
一十
　
　
　
　
一∵

　̈
一　
　
ヽ
一
■
　
ヽ
珊
稿
一　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

ｔ
ｔ
の
な
壌
■
が
な
∵
と
護
鑢
書
辱
を
費

〓
ｌ
´
ヽ
・
な
　
｝
■
・
導
■

■
■

，
■

´
（
´

＾
一　

一
一
一
オ
一
・

か
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
通
知

（
土
用
饉
丸
）
か
ら
若
震
丸

へ
の
永
和
三
〓

二
三
二

一
日
の
譲
状
が
あ
る
の
で
確
保

で
き
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
Λ
四
九
九
Ｖ
ｃ

四
九
九
　
山
内
通
知
譲
状

譲
句
　
新
領
事
、

―――
肉
若
鶴
丸

右
の
心
↑
や
う

ハ
備
後
濃
せ
ら
の
こ
争
ド

の
内
津
職
の
郷

の
地
頭
駿

み
、通
知
重

代
相
博
の
地
ご
―
て
、知
行
撫
Ⅷ
遠
著
也
．ゑ
か
る
に
、若
鶴
丸
た
さ
お
う
よ
り
や
う

―
ざ
―
て
、心
さ
…
ふ
か
く
な
も
ふ
に
よ
て
、ゆ
つ
り
わ
き
す
ご
こ
ろ
也
、
ヽ
ヽ
の
上

ハ

他
の
さ
懸
さ
け
あ
る

へ
か
ら
十
、働
譲
状
如
件
、

永
和
三
年
Ｉｌ
月
十

一
日

兵
庫
允
通
知
（花
響
）

然
し
津
鐘
郷
に
つ
い
て
は
和
額
村
を
め
ぐ
っ
て
隣
領
広
沢
氏
と
の
間
で
争
論
が
く
り
か

え
さ
れ
て
い
る
が
こ
れ
は
単
な
る
所
領
侵
略
だ
け
で
な
く
山
内
家
の
内
部
事
情
が
か

ら
ん
で
い
る
。

和
田
村
は
津
田
郷

の
南
西
部
の
高
地
を
中
心
に
成
立
し
た
村

で
、
僧
祐
仙

の
祖
母
妙

法
相
伝
の
も
の
で
あ

っ
た
の
を
祐
仙
が
受
け
、
そ
れ
を
広
沢
通
実

に
譲
る
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
Λ
五
五
七
Ｖ
　
こ
れ
は
祖
母
妙
法
が
広
沢
系
で
あ

っ
た
の
か
も
知
れ
な

倉

二
五
三
）
　

　

・

い
が
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
然
し
こ
の
和
田
村
は
翌
文
穣
三
年
山
内
通
氏
に
安
堵
さ
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れ
、
守
護
岩
松
頼
宥
名
で
坂
田
孫
太
郎
に
広
沢
の
押
領
を
防
止
す
る
よ
う
命
じ
て
い

る
Λ
五

一
〇
∨
。

五
五
七
　
倫
疏
仙
譲
炊

ゆ
＝
マ
２
を
す
備
後
國
津
田
郷
内
２
を
の
村
の
ち
ご
う
ゑ
き
事
．

右
件
ん
所
領
者
、借
砧
仙
之
租
母
尼
抄
法
女
子
そ
う
て
ん
の
所
領
也
、ゑ
あ
る
を
疏

仙
相
そ
く
ゑ
て
、今
に
知
行
仕
虎
也
、ゑ
あ
る
を
ひ
め

さ
２
の
を
で
の
四
郎
五
郎
通

賃
を
兄
弟
な

い
う
く
中
依
子
細
、佳
所
文
書
ご
ι
ホ
、永
代
ゆ
ｄ
で
２
を
す
物
也
．若

一
そ
く
ゑ
を
―
き
物
ざ
ゆ
ム
ざ
も
、後
日
い
ら
ん
わ
つ
ら
い
め
る
ま
―
く
候
、篤
依

後
日
沙
汰
ゆ
つ
で
状
如
件
、

文
和
二
年
二
月
十
日

倫
疏
仙
（花
押
）

五

一
〇
　
岩
松
頼
宥
書
下
状

山
内
兵
庫
允
通
氏
申
備
後
國
津
田
郷
内
和
田
村
事
、

一
敢
Ｊ
止
蜜
群
四
郎

五
郎
押

勁
、

　

・
可
秒
汰
耐
下
地
於
通
氏
レ
状
如
件
、

文
和
三
年
七
月

二
日

坂
田
孫
太
郎
入
道
殿

然
し
こ
れ
は

一
挙

に
解
決
せ
ず
延
文

二
年
七
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
椙
原
為
平
、
小

早
川
春
平
に
対
し
て
中
国
管
領
細
川
頼
之

の
名

で
四
回
に
亘

っ
て
排
除
命
令
を
出
し

て
い
る
Λ
五

一
一
・
五

一
二
　
五

一
三

・
五

一
五
Ｖ
。

五

一
一　

細
川
頼
之
奉
書

山
内
兵
庫
允
通
氏
申
備
後
國
津
田

（郷
納
輛
畑
村
事
、
申
状
劃
具
如
此
、
廣
澤
四
郎

五
郎
押
領
云
々
、
甚
不
「
撚
、
早
小
早
河
左
近
将
監
相
共
班
一彼
Ｊ
、

妙
一汰
付
下
地

於
通
氏
弐
、

　

，
可
動
確
請
取
猷
、

蛭
一押
領
之
藍
者
、

ス
鮪
其
沙
駄
、

　

一
載
砲
請
之
詞
一可

〓

注
申
之
歌
、
依
柳
執
達
如
」件
、

延
文
二
年
七
月
十
二
日

椙
原
民
部
丞
殿

（頼
宥
）

（花
押
）

（頼
之
）

右
馬
頭
　
．

五

王
ハ
　
修
理
亮
賞
秀
契
約
状

契
約
申
子
細
事
、

（通
氏
）

右
、
山
内
兵
庫
入
道
殿
子
息
千
壽
丸
殿
事
、

　

一
自
後
家
御
揃
豚
勢
一子
蜘
よ

上、
契
約
申

虎
賞
也
、
殊
更
営
軟
仁
退
治
仕
候
間
、
末
代
奥
神
捧
候
、
津
田
郷
半
分
、

　

一
自
瑚
年

・

歳
致
六
ケ
年
、
可
玲

「
行

一候
、
六
ケ
年
過
候
者
、

　

一
可
確
進

一候
、
働
為
後
日
契
約

之
状
如
件
、

延
文

二
年
十
月
五
日
　
　
　
　
　
修
理
亮
賞
秀

（花
押
）

（
一
二
五
九
）

然
し
延
文
四
年
十
月
五
日
の
修
理
亮
実
秀
契
約
状
に
よ
れ
ば
、
通
氏
の
後
家
御
前
は

子
千
寿
丸

の
保
護
を
依
頼
す
る
代
償
と
し
て
翌
年
か
ら
六
ケ
年
津
田
郷

の
半
分
の
知

行
権
を
広
沢
実
秀

に
与
え
て
い
る
。
然
し
前
出

の
四
九
九
号

の
山
内
通
知
譲
状

の
如

く
永
和
三
年
に
は
津
田
郷
地
頭
職
は
山
内
家
が
保
持
し
て
い
る
。
然
し
翌
々
年
康
暦

元
年
八
月
に
は
こ
ん
ど
は
三
吉
義
円
が
津
田
郷
地
頭
職

に
つ
い
て
訴
訟
を
お
こ
し
て
い

る
な
ど
南
北
朝
期

の
不
安
定
な
政
治
情
勢
は
尾
を
ひ
い
て
い
る
。
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津
三

一六
）家
五

一
喪
、
津
〓

（
〓
籠
Ｆ
・、
〓
極
≡
Ｆ
．、

二
た
Ｆ
■́

一
霊
）

一〓
．
一

族
及
び
加
茂
郷

一
部
地
頭
山
内
観
西
の
動
き
も
注
目
す
る
も
の
が
あ
る
ｃ

五
三
八
　
足
利
尊
氏
御
判
御
教
書
写

備

（
後

圃
翔
徒
竹
内
弥
次
郎
兼
幸
楯

一礁
有
福
城
セ
由
、

　

一
有
預
聞
「
早
鈴
覗
向
「
可
電

討
た
条
如
件
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
尊
氏

建
武
三
年
六
月
十

一
日
　

　

　

　

　

御
判

津
口

山
内

一
族
中

備
後
に
お
い
て
桜
山
慈
俊

に
つ
い
で
挙
兵
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
甲
奴
郡
の
竹
内
兼

幸
は
土
肥
実
平
の
子
孫

で
在
庁
官
人
と
し
て
金
丸
名
な
ど
東
部
に
勢
を
は

っ
て
い
た

が
こ
れ
に
対
し
て
尊
氏
の
追
討
令
が
出

て
お
り
Λ
五
三
八
Ｖ
、
庶
家

一
族
が
長
谷
部

信
仲
、
大
田
佐
賀
寿
丸
ら
と
力
を
併
せ
て
凶
徒

（南
朝
方
）
と
戦

っ
て
い
る
。

五
二
九
　
山
内
観
西
軍
忠
状
写

備
後
國
津
口
庄
内
賀
茂
郷

一
分
地
頭
山
内
七
郎

入
道
観
西
謹
言
上

一
早
啄
為
資
「
凶
徒
一
　

一
属
抑
手
政
玲
戦
「
聾
略
御
敵
引
、

　

一
於
弓

・
者
或
討
死
或
被

レ

疵
上
者
、

　

一
預
抑
證
判
可
細
与

事ヽ
、

右
、
於
富
國
則
光
西
方
城
、

　

一
挙
坤
黒
幡
珈
敵
蜂
起
之
間
、
属

一抑
手
離
呪
、
致
袷

戦
・

之
虎
、
若
黛
真
室
弥
次
郎
被
疵
、
中
間
宗
四
郎
令
討
死
候
畢
、
御
実
検
之
上
者
、

早
為
預
御
證
判
、
恐
々
言
上
脚
符

、

量
ｒ
　
一毛
ｉ
Ｆ

進
上
　
　
御
奉
行
所

獅
尋

二
．

承
了
、

五
四
〇
　
長
信
仲
軍
忠
状
写

長
弥
三
郎
信
仲
謹
言
上

去
七
月
十
五
日
、
於
備
後
國
則
光
西
方
城
椰
、
小
早
河
七
郎
、
石
井
源
内
左
衛
門

入
道
以
下
凶
徒
依

一稲
籠

一、
山
内
七
郎
入
道
観
西
相
共
彼
城
押
寄
、
同
十
七
日
夜
半
、

御
歓
於
追
落
刻
、
中
間
惣
四
郎
冷
耐
死

一、
若
黛
員
室
弥
次
郎
被
蹴

、
続
設
同
八
月

晦
日
、
営
國
竹
内
弥
次
郎
兼
幸
、
小
早
河
掃
部
助
以
下
凶
徒
、

　

一
令
礁
起

一之
間
、

脚
・

向
御
調
之
廣
劃
、
終
日

一
致
玲
戦

一刻
、
中
間
藤
五
郎
続

射
夫

一
人
被
『

畢
、
同
九
月

四
日
、
又
竹
内
弥
次
郎
、
小
早
河
掃
部
助
、
青
目
寺
別
営
弁
一房
以
下
之
凶
徒
、
大

田
庄
　
津
口
庄
　
一
令
乱
入
之
間
、

勤
「
大
田
与
重
永
堺

一、
数
刻
コ
玲
戦

一刻
、
中
間
二

人
被
蹴

畢
、
同
廿
七
日
、
重
永
之
城
椰
於
追
落
、
或
同
所
合
戦
、
或
國
中
之
事
候

間
、

　

一
令
鷲
智
破

、
若
偽
申
者
、

日
本
国
中
之
大
小
神
可
罷
蒙
御
罰
候
、
以
砒
　
・
旨
可
　

・
有
Ⅷ
披
露
候
、
恐
慢
謹
言
、

建
武
三
年
十
月
十
日
　
　
　
　
　
　
長
谷
部
信
仲

進
上
　
　
　
御
奉
行
所

加
茂
郷
は
現
在
の
世
羅
郡
加
茂
で

一
部
地
頭
山
内
観
西
が
則
光
西
方
城

（豊
栄
町
）

で
中
黒

の
幡
印
の
敵
、
即
ち
新
田
系
の
軍
隊
と
戦

っ
て
若
党

一
人
が
負
傷
し
、
中
間

一
人
が
討
死
し
た
旨
を
の
べ
て
い
る
Λ
五
二
九
Ｖ
則
光
西
方
城

の
合
戦

に
は
甲
奴
郡

で
竹
内
兼
幸
と
対
立
し
て
い
た
長
谷
部
信
仲
も
観
西
と
共

に
戦

っ
て
い
る
が
、
こ
の
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時
の
敵
は
小
早
河

（和
木
）
為
信
、
石
井
源
内
左
衛
門
入
道
、
竹
内
兼
幸
、
小
早
河

（
上
山
）
一局
平
、
青
目
寺
別
当
弁
房
な
ど
で
府
中
市
下
河
辺
の
広
瀬
で
戦
い
、
更
に

津

口
庄
ま
で
攻

め
い
り
、
観
西
の
館
を
焼
き
、
大
田
庄

に
討
入
り
重
永
城

に
逃
げ
こ

む
と
い
う
三
ケ
月
近

い
戦

い
で
あ

っ
た
。

五
四

一
　

大
田
佐
賀
壽
丸
代
藤
原
光
盛
軍
忠
状
写

大
田
佐
賀
壽
丸
謹
言
上

右
、
去

七
月
十
五
日
、
於
硫
後
國
則
光
西
方
城
椰

・、
小
早
河
七
郎
、
石
井
源
内
左

衛
門
入
道
以
下
凶
徒
等
依

一朝
籠
「
山
内
七
郎
入
道
観
西
相
共
彼
城
押
寄
、
同
十
七

日
夜
半
、
御
敵
於
追
落
之
刻
、
中
間
惣
四
郎
令
討
死
、
若
黛
真
室
弥
次
郎
被
呪
、

続
親
同
八
日
晦

日
、
営
國
竹
内
弥
次
郎
兼
幸
、
小
早
河
掃
部
助
以
下
凶
徒
等
、
令

蜂
起
之
間
、

勤
珈
御
調
之
廣
瀬
ヽ
終
日
致
合
戦
之
刻
、
中
間
藤
五
郎
続
搬
夫

一
人

破
「
畢
、
同
九
月
四
日
、
又
竹
内
弥
次
郎
、
小
早
河
掃
部
助
、
青
目
寺
別
富
弁
房

以
下
之
凶
徒
、
乱

一畝
津
口
庄
内
賀
茂
郷
「
而
焼

・乱
観
西
住
宅
「
将
又
、

Ｊ
畝
大
田

庄
乾
間
、
即
馳
向
コ
玲
戦
セ
刻
、
中
間

二
人
被
蹴
畢
、
同
廿
七
日
、
重
永
城
椰
追

落
之
条
、
同
時
合
戦
之
間
、
皆
以
鈴
現
知
碑
、
此
条
若
偽
申
候
者
、
日
本
國
中
大

小
明
神
御
罰
可
罷
蒙
候
、

２
・此
旨
河ヽ
有
Ⅷ
披
露

・候
、
恐
憧
謹
言
、

建
武
三
年
十
月
十

一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
礎
離
願
躊
戯

進
上
　
　
御
奉
行
所

こ
こ
に
出

て
く
る
長
谷
部
信
仲
は
、
芸
藩
通
志
に
薄
子
山
城

（
深
江
村
×
長
谷
部
右

衛
門

（信
連

の
裔
）

の
城
）
信
連

の
子
、
良
連
承
久
三
年
敗
走
し
て
甲
奴
郡
に
秩
居

と
あ
る
の
で
竹
内
兼
幸
と
対
立
す
る
甲
奴
の
土
豪
で
あ

っ
た
と
思
え
る
。

大
田
佐
賀
寿
丸
は
大
田
庄

の
地
頭

で
三
善
康
信
の
子
康
通

（桑
原
方
）

の
系
統

で
貞

宗
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
当
時
守
護
代
武
田
信
武
が
近
畿
出
陣
中

で
、

南
朝
方

の
万
里
小
路
継
平
、
備
後

の
大
将
吉
田
高
冬
、
石
見
の
福
屋
弥
太
郎
左
衛
門

尉
な
ど
が
す
き
を
ね
ら

っ
て
打
入

っ
た
も
の
に
呼
応
し
た
も
の
と
思
え
る
。

十
四
世
紀
初
当
は
南
北
朝
と
い
う
皇
統

の
争

い
で
な
く
分
割
領
有
し
た
職
分
所
領

が

一
円
知
行

（土
地
支
配
）
を
中

核
と
し
た
新
し
い
ヒ

ェ
ラ
ル
ヒ
ー
の
形
成
さ
れ
る

時
機

で
戦
国
大
名

へ
移
行
す
る
中
間
権
力
と
し
て
の
守
護
大
名
と，
荘
官
領
主
か
ら
国

人
領
主

へ
の
移
行
過
程
で
ニ
ー

三
世
代

に
亘
る
数
十
年

の
混
乱
が
次
代
を
生
み
出
す

陣
痛

の
い
た
み
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。
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